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� � � � �

�� ��

� � � ���������������
�	����

������ ����� ������� �����

�� ��

� � � ���������������������

� ������������

� �����¡¢�£¤�£¥����

¦ ��§¨�©ª
«¬®�¯��°±§²�³®§²�´�§²�

��µ§¨¶���

· ��¸¹º���»¼

½ ¾¿�À¿���Á´�����

Â Ã�Ä��Å��ÆÇ�È¤�����

É ��ÊË´��ÌÍ

Î ÏÐ�ÈÑ�Á´�����

Ò ÓÔ´��ÕÖ�×¼���Ø´

ÙÚ ÛÜ�£ÝÞ¥ß��àá���

�âã�äåæ�

� ¦ � �����âã�çèéÛêë£ìí�

�îïðñ�

� · � ����îïðñ��òóîï����©ª
��ôÃ�Äõ��

ö¡÷�ø£�ùúòóîï£��îï�����û��¡÷üý��

þâÿ~}|£{[
ú\]�

^Ù̂

��������� � �
� � � � �

�_\`@�?>�

� ½ � ����_\`@�?>�Ù=�ÚÚÚ�ÚÚÚ�����

��<�_\�

� Â � ������£;��<�_\���

�:/�>���:/.-�<�,_\�

� É � ����:/�>��ÙÚÚ�����

� �����Û��+*£))(¢'�:/.-�£;��<�_

\
¡÷�©ª
��&%+$£*#���"£!÷ú���01

��¡÷�

�:/.-��23
�

� Î � �����4�56�4�¯��789A�����&%+$£

*#���"£�1�Ã�B��:/.-��>�CDú:/�

>�¡�>����1E����ÌF����û����

���&%�

� Ò � �����£¥��&%÷���Ã�G>¿��ñHI©�â*

J�K)�&LM�£�÷ú*#��&%+$£���

��4NO×¼P�

� ÙÚ� ������4NO×¼P�ìí��4NO×¼P���Ã��Q

&%üä��&LM��RS£�ùú*#��T�îï���

� �����4NO�56�4NO�¯��789A���}�UV

WXO����<YZabO�cd¡¢�£eì�Ã�Ä��4NO�

}�UVWXO����<YZabO£¥���Q���T��4N

O×¼P£fg
����£�÷ú�&1%(¡÷�

^ ĥ

11．

　（発行可能株式総数）

第 ５ 条　　当会社の発行可能株式総数は19,000,000株とする。

　（自己の株式の取得）

第 ６ 条　 　当会社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議に

よって市場取引等により自己の株式を取得することができる。

　（単元株式数）

第 ７ 条　　当会社の単元株式数は、100株とする。

　（単元未満株式の買増し）

第 ８ 条　 　当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する

単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すこと

を請求することができる。

　（株式の取扱）

第 ９ 条　 　当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いおよびその

手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取

扱規則による。

　（株主名簿管理人）

第 10 条　 　当会社は、株主名簿管理人を置く。株主名簿管理人およびその事務

取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。

　　　　２ ．当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその

他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿

管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。

（ただし毒劇薬を含む）、

10．不動産の賃貸
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　 　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容であ

る情報について、電子提供措置をとるものとする。

２  ．当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの

全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株

主に対して交付する書面に記載しないことができる。

（電子提供措置等）
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　（単元未満株式の買増し）

第 ８ 条　 　当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する

単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すこと

を請求することができる。

　（株式の取扱）

第 ９ 条　 　当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いおよびその

手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取

扱規則による。

　（株主名簿管理人）

第 10 条　 　当会社は、株主名簿管理人を置く。株主名簿管理人およびその事務

取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。

　　　　２ ．当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその

他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿

管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。

（ただし毒劇薬を含む）、

10．不動産の賃貸
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　 　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容であ

る情報について、電子提供措置をとるものとする。

２  ．当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの

全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株

主に対して交付する書面に記載しないことができる。

（電子提供措置等）
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　（取締役との責任限定契約）

第 26 条　　当会社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行

取締役等であるものを除く。）との間に、任務を怠ったことによる損

害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契

約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

　（監査役との責任限定契約）

第 35 条　　当会社は、会社法第427条第１項の規定により、監査役との間に、

任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結すること

ができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定す

る額とする。
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　 　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容であ

る情報について、電子提供措置をとるものとする。

２  ．当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの

全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株

主に対して交付する書面に記載しないことができる。

（電子提供措置等）
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　（取締役との責任限定契約）

第 26 条　　当会社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行

取締役等であるものを除く。）との間に、任務を怠ったことによる損

害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契

約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

　（監査役との責任限定契約）

第 35 条　　当会社は、会社法第427条第１項の規定により、監査役との間に、

任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結すること

ができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定す

る額とする。
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　（取締役との責任限定契約）

第 26 条　　当会社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行

取締役等であるものを除く。）との間に、任務を怠ったことによる損

害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契

約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

　（監査役との責任限定契約）

第 35 条　　当会社は、会社法第427条第１項の規定により、監査役との間に、

任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結すること

ができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定す

る額とする。
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附則

（株主総会資料の電子提供に関する経過措置）

第 １ 条　 　現行定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみな

し提供）の削除および変更案第14条（電子提供措置等）の新設は、

2022年９月１日から効力を生ずるものとする。

　　　　２ ．前項の規定にかかわらず、2022年９月１日から６か月以内の日を株

主総会の日とする株主総会については、現行定款第14条（株主総会参

考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。

　　　　３ ．本附則は、2022年９月１日から６か月を経過した日または前項の株

主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除

する。
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　（取締役との責任限定契約）

第 26 条　　当会社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行

取締役等であるものを除く。）との間に、任務を怠ったことによる損

害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契

約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

　（監査役との責任限定契約）

第 35 条　　当会社は、会社法第427条第１項の規定により、監査役との間に、

任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結すること

ができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定す

る額とする。
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附則

（株主総会資料の電子提供に関する経過措置）

第 １ 条　 　現行定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみな

し提供）の削除および変更案第14条（電子提供措置等）の新設は、

2022年９月１日から効力を生ずるものとする。

　　　　２ ．前項の規定にかかわらず、2022年９月１日から６か月以内の日を株

主総会の日とする株主総会については、現行定款第14条（株主総会参

考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。

　　　　３ ．本附則は、2022年９月１日から６か月を経過した日または前項の株

主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除

する。
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附則

（株主総会資料の電子提供に関する経過措置）

第 １ 条　 　現行定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみな

し提供）の削除および変更案第14条（電子提供措置等）の新設は、

2022年９月１日から効力を生ずるものとする。

　　　　２ ．前項の規定にかかわらず、2022年９月１日から６か月以内の日を株

主総会の日とする株主総会については、現行定款第14条（株主総会参

考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。

　　　　３ ．本附則は、2022年９月１日から６か月を経過した日または前項の株

主総会の日から３か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除

する。


